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支配株主等に関する事項について 

 

 
当社の親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよび三菱ＵＦＪニコス株式会社

について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１.親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2026年3月31日現在） 

商号 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券等が 

上場されている金融取引市場等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社三菱ＵＦＪ 

フィナンシャル・グループ 
親会社 ― 51.17 51.17 

株式会社東京証券取引所 

プライム市場 

株式会社名古屋証券取引所 

プレミア市場 

ニューヨーク証券取引所 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 親会社 51.17 ― 51.17 ― 

 

２.親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号及びその理由 

（ 商 号 ）  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 

（その理由）  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループは上記のとおり当社の親会社であ

ることに加え、同じく当社の親会社である三菱ＵＦＪニコス株式会社は株式会社

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの100％子会社であるため。 

 

３. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループおよびその完全子会社である三菱ＵＦＪニコス株式会

社は当社の親会社です。当社は、三菱ＵＦＪニコス株式会社および株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループの完全子会社である株式会社三菱ＵＦＪ銀行と資本業務提携契約を締結し、上場企業とし

ての独立性を維持しつつ企業価値向上を図っていくこととしております。  

当該資本業務提携契約は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが2024年度からの中期経営

計画等にて掲げる国内リテール基盤拡大・ライフタイムバリュー向上を実現するとともに、株式会社三

菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとのシナジー創出によって、当社が行う事業の更なる成長を実現さ

せることを目指しております。  

また、当該資本業務提携契約においては、三菱ＵＦＪニコス株式会社および株式会社三菱ＵＦＪ銀行

は、当社の経営理念及び経営方針並びに上場会社としての経営の自主性・独立性を尊重し、東京証券取

引所への当社株式の上場を維持するため、東京証券取引所の規則等に抵触しないように行動するものと

し、当社に対し必要な協力を行うものとし、また当社株式を保有する株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループおよびその関連会社をしてかかる内容を遵守させるものとされており、当社の独立性維持



が担保されております。  

なお、当該資本業務提携契約において、三菱ＵＦＪニコス株式会社は取締役2名の指名権を有してお

ります。当社取締役8名のうち2名は三菱ＵＦＪニコス株式会社が指名しており、同社の役職を兼務して

おります。  

また、当社の更なる成長のために必要な経営資源・リソースを支援するため、三菱ＵＦＪニコス株式

会社から当社に執行役員2名が派遣されております。 

 

（取締役の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又は 

そのグループ企業での役職 
就任理由 

取締役 村上 宏太郎 
三菱ＵＦＪニコス株式会社 

顧問（非常勤） 

金融業に関する豊富な知識を有し

ており、また、経営実務の経験と

高い識見を有していることから、

当社の企業価値向上に寄与するこ

とができると判断しております。 

取締役 髙 橋  秀 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

常務執行役員 経営企画本部長 

兼 経理部担当 兼 財務部担当 

金融業に関する豊富な知識を有し

ており、また、経営実務の経験と

高い識見も有していることから、

当社の企業価値向上に寄与するこ

とができると判断しております。 

 

４. 支配株主等との取引に関する事項 

取引先 取引内容 

三菱ＵＦＪニコス株式会社 

・クレジットカード決済での家賃支払いに関する 

アクワイアリング取引 

・法人カードに関するイシュイング取引 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 ・銀行取引 

 

５.支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

 当社は、親会社である株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ及び三菱ＵＦＪニコス株式会社

との間で取引を行う場合においても、一般株主との利益相反を回避し、少数株主の利益を損なうことの

ないよう、適正な手続を経たうえで意思決定を行うことを基本方針としております。 

 具体的には、「関連当事者等取引管理規程」を定め、親会社との取引については、当該取引が実施さ

れる前に、取締役会において取引条件の公正性・合理性を十分に検討し、必要に応じて複数の候補先と

の比較や市場価格等との整合性の確認を行っております。なお、当社は、親会社からの独立性を有する

独立社外取締役を3分の1以上選任しております。 

 これにより、親会社との取引が少数株主の利益を不当に害することのないよう、十分なガバナンス体

制を構築しております。 

以上 

 

 


